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台湾立法院は 2009 年 5 月、企業と個人の所得税軽減措置を盛り込んだ所得税改正法案を最終可決し

ました。台湾財政部は、2010 年 1 月より施行されるこの措置により、在台湾の企業 70 万社及び 380

万世帯が減税を享受できるものとみています。 

1.企業所得税制の変更内容                   （参考）1 ニュー台湾ドル=2.82 円 

課税所得額 現行 変更後 

5 万ニュー台湾ドル以下 免税 

5 万ニュー台湾ドル超 10 万ニュー台湾ドル以下 15％ 

10 万ニュー台湾ドル超 12 万ニュー台湾ドル以下 

免税 

12 万ニュー台湾ドル超 
25％ 

20％ 

・15％、25％の 2段階であった現行税率を一律 20％とし、課税所得額の非課税限度を 5万ニュ

ー台湾ドルから 12 万ニュー台湾ドルへ引上げ 

2.個人所得税制の変更内容                    （参考）1 ニュー台湾元=2.82 円 

年収 現行      変更後 

41 万ニュー台湾ドル以下 6％ 

41 ニュー万台湾ドル超～50 万ニュー台湾ドル以下 
5％ 

50 万ニュー台湾ドル超～109 万ニュー台湾ドル以下 
13％ 

12％ 

109 万ニュー台湾ドル超～218 万ニュー台湾ドル以下 21％ 20％ 

218 万ニュー台湾ドル超～409 万ニュー台湾ドル以下 30％ 

409 万ニュー台湾ドル超 40％ 

・最低税率を引下げ（6％→5％）、最低税率の対象年収上限を 41 万ニュー台湾ドルから 50 万ニュ

ー台湾ドルへ引上げ 

・年収が 50 万ニュー台湾ドル超～218 万ニュー台湾ドル以下の場合、適用税率 1％引下げ 

・年収が 218 万ニュー台湾ドル超の場合、適用税率据え置き 

3.まとめ 

本件は、2009 年末に失効予定の企業向け税制優遇策「促進産業昇級条例」に代わる新たな所得税軽

減措置であり、台湾政府は、企業や市民の税負担を和らげることで同地域の経済活性化推進を目指し

ています。 


